
目

次

（
�
印
は
、
県
法
規
集
掲
載
事
項
）
ペ
ー
ジ

規

則

�
さ
ぬ
き
こ
ど
も
の
国
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

（
子
育
て
支
援
課
）

一

告

示

�
介
護
保
険
法
の
規
定
に
よ
る
事
業
者
及
び
施
設
の
指
定

（
長
寿
社
会
対
策
課
）

五

�
家
畜
伝
染
病
発
生
の
告
示

（
畜

産

課
）

公

告

�
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
設
立
の
認
証
の
申
請

（
県
民
参
画
課
）

�
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
定
款
の
変
更
の
認
証
の
申
請

（

〃

）

�
土
地
区
画
整
理
組
合
の
定
款
の
変
更
の
認
可
（
三
件
）

（
都
市
計
画
課
）

六

教
育
委
員
会
規
則

�
公
立
学
校
職
員
の
初
任
給
、
昇
格
、
昇
給
等
の
基
準
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る

七

規
則

�
県
立
学
校
学
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

人
事
委
員
会
規
則

�
職
員
の
職
務
に
専
念
す
る
義
務
の
特
例
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

八

さ
ぬ
き
こ
ど
も
の
国
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
七
年
七
月
二
十
九
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

香
川
県
規
則
第
七
十
八
号

さ
ぬ
き
こ
ど
も
の
国
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

さ
ぬ
き
こ
ど
も
の
国
規
則
（
平
成
七
年
香
川
県
規
則
第
四
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
中
「
第
四
条
」
を
「
第
三
条
、
第
四
条
第
六
項
及
び
第
十
条
」
に
改
め
る
。

第
九
条
を
第
十
五
条
と
し
、
第
八
条
中
第
四
号
を
削
り
、
第
五
号
を
第
四
号
と
し
、
同
条
を
第
十
一
条

と
し
、
同
条
の
次
に
次
の
三
条
を
加
え
る
。

（
書
面
の
フ
ァ
ク
シ
ミ
リ
装
置
に
よ
る
提
出
）

第
十
二
条

こ
の
規
則
の
規
定
に
よ
り
知
事
に
提
出
す
べ
き
書
面
は
、
フ
ァ
ク
シ
ミ
リ
装
置
を
利
用
し
て

送
信
す
る
こ
と
に
よ
り
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

前
項
の
規
定
に
よ
り
フ
ァ
ク
シ
ミ
リ
装
置
を
利
用
し
て
書
面
が
提
出
さ
れ
た
と
き
は
、
知
事
が
受
信

し
た
時
に
、
当
該
書
面
が
知
事
に
提
出
さ
れ
た
も
の
と
み
な
す
。

３

知
事
は
、
前
項
に
規
定
す
る
場
合
に
お
い
て
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
提
出
者
に
対
し
、

送
信
に
使
用
し
た
書
面
を
提
出
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
指
定
管
理
者
に
よ
る
管
理
の
基
準
等
）

第
十
三
条

さ
ぬ
き
こ
ど
も
の
国
条
例
第
四
条
第
六
項
の
規
則
で
定
め
る
管
理
の
基
準
は
、
次
に
掲
げ
る

と
お
り
と
す
る
。

一

関
係
す
る
法
令
、
条
例
及
び
規
則
を
遵
守
し
、
適
正
に
こ
ど
も
の
国
の
運
営
を
行
う
こ
と
。

二

こ
ど
も
の
国
の
維
持
管
理
を
適
切
に
行
う
こ
と
。

三

業
務
に
関
し
て
取
得
し
た
個
人
に
関
す
る
情
報
を
適
切
に
取
り
扱
う
こ
と
。

２

さ
ぬ
き
こ
ど
も
の
国
条
例
第
四
条
第
六
項
の
規
則
で
定
め
る
業
務
は
、
こ
ど
も
の
国
の
維
持
管
理
及

び
利
用
の
許
可
に
関
す
る
業
務
、
利
用
料
金
の
収
受
に
関
す
る
業
務
そ
の
他
の
運
営
に
関
す
る
業
務
と

す
る
。

３

指
定
管
理
者
が
前
項
に
規
定
す
る
業
務
を
行
う
場
合
に
お
け
る
第
五
条
第
三
項
、
第
八
条
及
び
第
十

一
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
中
「
知
事
」
と
あ
る
の
は
、
「
指
定
管
理
者
」
と

す
る
。

４

こ
ど
も
の
国
の
管
理
を
指
定
管
理
者
に
行
わ
せ
る
こ
と
と
し
た
場
合
に
お
け
る
第
二
条
、
第
三
条
、

第
五
条
第
一
項
及
び
第
二
項
、
第
六
条
第
一
項
、
前
条
並
び
に
第
十
五
条
に
規
定
す
る
事
項
に
つ
い
て

は
、
こ
れ
ら
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
指
定
管
理
者
が
あ
ら
か
じ
め
知
事
の
承
認
を
受
け
て
定
め
る
と

こ
ろ
に
よ
る
こ
と
と
す
る
。

（
利
用
料
金
）

第
十
四
条

さ
ぬ
き
こ
ど
も
の
国
条
例
別
表
に
規
定
す
る
規
則
で
定
め
る
額
は
、
別
表
第
二
の
と
お
り
と

第５９号

平 成１７年

７月２９日（金曜日）

規

則

○

○

毎
週
火
・
金
曜
日
発
行
（
当
日
が
休
日
に
当
た
る
と
き
は
繰
下
発
行
）

香

川

県

報

平
成
十
七
年
七
月
二
十
九
日

（
第
九
二
五
六
号
）

一



す
る
。

第
七
条
第
二
項
中
「
第
四
条
第
二
項
」
を
「
第
五
条
第
四
項
」
と
し
、
同
条
を
第
十
条
と
す
る
。

第
六
条
第
一
号
中
「
施
設
」
の
下
に
「
又
は
設
備
」
を
加
え
、
同
条
を
第
九
条
と
す
る
。

第
五
条
中
「
別
表
の
」
を
「
別
表
第
一
の
」
に
改
め
、
同
条
を
第
七
条
と
し
、
同
条
の
次
に
次
の
一
条

を
加
え
る
。

（
利
用
許
可
の
取
消
し
等
）

第
八
条

知
事
は
、
利
用
者
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
利
用
許
可
若
し
く
は
変
更

許
可
を
取
り
消
し
、
又
は
こ
ど
も
の
国
の
利
用
の
停
止
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

一

こ
の
規
則
の
規
定
に
違
反
し
、
又
は
知
事
の
指
示
に
従
わ
な
か
っ
た
と
き
。

二

第
五
条
第
三
項
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
っ
た
と
き
。

三

偽
り
そ
の
他
不
正
の
手
段
に
よ
り
利
用
許
可
又
は
変
更
許
可
を
受
け
た
と
き
。

四

第
五
条
第
四
項
（
第
六
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
付
さ
れ

た
許
可
の
条
件
に
違
反
し
た
と
き
。

第
四
条
第
一
項
中
「
こ
ど
も
の
国
の
施
設
の
う
ち
、
こ
ど
も
劇
場
又
は
研
修
室
を
利
用
し
よ
う
」
を
「

さ
ぬ
き
こ
ど
も
の
国
条
例
第
三
条
前
段
の
規
定
に
よ
る
利
用
の
許
可
（
以
下
「
利
用
許
可
」
と
い
う
。
）

を
受
け
よ
う
」
に
、
「
別
記
様
式
」
を
「
第
一
号
様
式
」
に
、
「
提
出
し
て
そ
の
許
可
を
受
け
な
け
れ
ば
」

を
「
提
出
し
な
け
れ
ば
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
前
項
の
許
可
」
を
「
利
用
許
可
」
に
改
め
、
同
項

を
同
条
第
四
項
と
し
、
同
条
第
一
項
の
次
に
次
の
二
項
を
加
え
る
。

２

前
項
の
こ
ど
も
劇
場
・
研
修
室
利
用
許
可
申
請
書
は
、
利
用
し
よ
う
と
す
る
日
の
三
月
前
の
日
以
後

に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
知
事
が
特
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
場
合
は
、
こ
の
限
り

で
な
い
。

３

知
事
は
、
利
用
許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
利
用

許
可
を
し
な
い
こ
と
が
で
き
る
。

一

こ
ど
も
の
国
の
風
紀
若
し
く
は
秩
序
を
乱
し
、
又
は
公
益
を
害
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
ら
れ

る
と
き
。

二

こ
ど
も
の
国
の
施
設
又
は
設
備
を
損
傷
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
。

三

そ
の
他
こ
ど
も
の
国
の
管
理
上
支
障
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
。

第
四
条
を
第
五
条
と
し
、
同
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
利
用
の
許
可
の
変
更
）

第
六
条

利
用
許
可
を
受
け
た
者
（
以
下
「
利
用
者
」
と
い
う
。
）
は
、
さ
ぬ
き
こ
ど
も
の
国
条
例
第
三

条
後
段
の
規
定
に
よ
る
変
更
の
許
可
（
以
下
「
変
更
許
可
」
と
い
う
。
）
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、

こ
ど
も
劇
場
・
研
修
室
利
用
許
可
変
更
申
請
書
（
第
二
号
様
式
）
を
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

２

前
条
第
三
項
及
び
第
四
項
の
規
定
は
、
変
更
許
可
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

第
三
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
利
用
の
許
可
を
要
す
る
施
設
）

第
四
条

こ
ど
も
の
国
の
う
ち
さ
ぬ
き
こ
ど
も
の
国
条
例
第
三
条
（
同
条
例
第
四
条
第
七
項
後
段
に
お
い

て
読
み
替
え
て
適
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
許
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
施
設
は
、
こ
ど
も
劇

場
及
び
研
修
室
と
す
る
。

別
表
中
「
第
五
条
関
係
」
を
「
第
七
条
関
係
」
に
改
め
、
同
表
を
別
表
第
一
と
し
、
同
表
の
次
に
次
の

一
表
を
加
え
る
。

別
表
第
二
（
第
十
四
条
関
係
）

一

研
修
室
を
分
割
し
て
利
用
す
る
場
合
の
利
用
料
金

二

附
属
設
備
及
び
器
具
の
利
用
料
金

種

別

単

位

金

額

研
修
室
一

研
修
室
二

一
時
間
当
た
り

一
時
間
当
た
り

七
百
六
十
円

六
百
二
十
円

種

別

区

分

単

位

金

額

こ
ど
も
劇
場

拡
声
装
置

一
式
に
つ
き
一
時
間
当
た
り

六
百
七
十
円

マ
イ
ク
ロ
ホ
ン

一
台
に
つ
き
一
時
間
当
た
り

八
十
円

移
動
型
ス
テ
ー
ジ
ス
ピ
ー
カ

一
対
に
つ
き
一
時
間
当
た
り

百
円

ース
テ
ー
ジ
モ
ニ
タ
ー
ス
ピ
ー

一
対
に
つ
き
一
時
間
当
た
り

五
十
円

カ
ー

ハ
イ
ビ
ジ
ョ
ン
設
備

一
式
に
つ
き
一
時
間
当
た
り

千
五
百
三
十
円

調
光
装
置

一
式
に
つ
き
一
時
間
当
た
り

千
二
百
円

香

川

県

報

平
成
十
七
年
七
月
二
十
九
日

（
第
九
二
五
六
号
）

二



三

冷
暖
房
使
用
料

別
記
様
式
中

第
４
条
関
係

「

」
を

第
５
条
関
係

「

」
に
改
め
、
同
様
式
を
第
一
号
様
式
と
し
、
同
様
式

の
次
に
次
の
一
様
式
を
加
え
る
。

サ
ス
ペ
ン
シ
ョ
ン
ス
ポ
ッ
ト

一
列
に
つ
き
一
時
間
当
た
り

百
三
十
円

ラ
イ
ト
（
八
台
又
は
十
二
台
）

エ
フ
ェ
ク
ト
ス
ポ
ッ
ト
ラ
イ

一
式
に
つ
き
一
時
間
当
た
り

百
八
十
円

ト
（
二
台
）

フ
ル
コ
ン
サ
ー
ト
グ
ラ
ン
ド

一
台
に
つ
き
一
時
間
当
た
り

九
百
五
十
円

ピ
ア
ノ

演
台

一
式
に
つ
き
一
時
間
当
た
り

百
三
十
円

研
修
室

拡
声
装
置

一
式
に
つ
き
一
時
間
当
た
り

四
百
四
十
円

マ
イ
ク
ロ
ホ
ン

一
台
に
つ
き
一
時
間
当
た
り

五
十
円

ビ
デ
オ
プ
ロ
ジ
ェ
ク
タ
ー

一
式
に
つ
き
一
時
間
当
た
り

六
百
四
十
円

教
材
提
示
カ
メ
ラ

一
台
に
つ
き
一
時
間
当
た
り

二
百
三
十
円

サ
イ
ク
リ
ン

一
人
に
つ
き
一
時
間
当
た
り

二
百
円

グ
自
転
車

マ
ウ
ン
テ
ン

一
人
に
つ
き
一
時
間
当
た
り

二
百
五
十
円

バ
イ
ク

変
わ
り
種
自

一
人
に
つ
き
三
十
分
当
た
り

二
百
円

転
車

種

別

単

位

金

額

こ
ど
も
劇
場

一
時
間
当
た
り

九
百
七
十
円

研
修
室

一
時
間
当
た
り

三
百
五
十
円

研
修
室
一

一
時
間
当
た
り

百
九
十
円

研
修
室
二

一
時
間
当
た
り

百
六
十
円

香

川

県

報

平
成
十
七
年
七
月
二
十
九
日

（
第
九
二
五
六
号
）

三



第２号様式（第６条関係）

こども劇場・研修室利用許可変更申請書

年 月 日

香川県知事 殿

申請者 住 所

氏 名
法人にあっては、その
名称及び代表者の氏名

電話番号（ ） ―

年 月 日付けで許可のあったこども劇場研 修 室の利用について、次のとおり変更したいので申

請します。

変 更 後変 更 前変 更 事 項

変 更 の 内 容

変 更 の 理 由

備 考

�
��
�

�
�
�	

香

川

県

報

平
成
十
七
年
七
月
二
十
九
日

（
第
九
二
五
六
号
）

四



附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

●
香
川
県
告
示
四
百
六
十
号

介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
四
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
指
定
居
宅
介

護
支
援
事
業
者
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

平
成
十
七
年
七
月
二
十
九
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

●
香
川
県
告
示
第
四
百
六
十
一
号

家
畜
伝
染
病
予
防
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
六
十
六
号
）
第
十
三
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
、
家

畜
伝
染
病
の
発
生
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

平
成
十
七
年
七
月
二
十
九
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

●
香
川
県
公
告
第
四
百
五
十
八
号

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
特
定
非
営
利

活
動
法
人
の
設
立
の
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

な
お
、
関
係
書
類
は
、
香
川
県
政
策
部
県
民
参
画
課
に
備
え
置
き
、
平
成
十
七
年
九
月
十
五
日
ま
で
縦

覧
に
供
す
る
。

平
成
十
七
年
七
月
二
十
九
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
十
七
年
七
月
十
五
日

二

申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称
、
代
表
者
の
氏
名
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

特
定
非
営
利
活
動
法
人
轍

和
泉

安
津
砂

高
松
市
屋
島
東
町
一
〇
九
五
番
地
一
九
四

三

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
高
齢
者
や
児
童
そ
の
他
社
会
的
援
助
を
必
要
と
す
る
人
々
に
対
す
る
在
宅
援
助
事
業

を
行
い
、
地
域
と
社
会
の
福
祉
の
増
進
を
図
り
、
広
く
公
益
に
貢
献
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

●
香
川
県
公
告
第
四
百
五
十
九
号

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
二
十
五
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
、
特
定
非

営
利
活
動
法
人
の
定
款
の
変
更
の
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

第
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

な
お
、
関
係
書
類
は
、
香
川
県
政
策
部
県
民
参
画
課
に
備
え
置
き
、
平
成
十
七
年
九
月
十
四
日
ま
で
縦

覧
に
供
す
る
。

平
成
十
七
年
七
月
二
十
九
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
十
七
年
七
月
十
四
日

二

申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称
、
代
表
者
の
氏
名
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

告

示

介
護
保
険

事
業
所
番
号

事
業
所
（
施
設
）
の
名
称

及

び

所

在

地

申
請
者
（
開
設
者
）
の
名

称
、
代
表
者
の
氏
名
及
び

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

（
法
人
以
外
の
者
に
あ
っ

て
は
、
氏
名
及
び
住
所
）

指
定
年
月
日

サ
ー
ビ
ス

の
種
類

三
七
七
〇
一

〇
二
一
一
三

ヘ
ル
パ
ー
ス
テ
ー
シ
ョ
ン

協
同

高
松
市
木
太
町
四
七
〇
五

―
四

香
川
医
療
生
活
協
同
組
合

理
事
長

梶
義
照

高
松
市
栗
林
町
一
丁
目
三

番
二
四
号

平
成
十
七
年

七
月
十
五
日

居
宅
介
護

支
援

家
畜
伝
染

病
の
種
類

家
畜
の

種

類

患
畜
及
び

疑
似
患
畜

の
区
分

頭
数

発
生
の
場
所

発
生
年
月
日

転
帰

ヨ
ー
ネ
病

牛

患

畜

一

さ
ぬ
き
市
昭
和

三
六
三
三

平
成
十
七
年
七
月

十
三
日

殺
処
分

公

告

香

川

県

報

平
成
十
七
年
七
月
二
十
九
日

（
第
九
二
五
六
号
）

五



特
定
非
営
利
活
動
法
人
ほ
と
と
ぎ
す
の
会

小
磯

治
雄

坂
出
市
旭
町
三
丁
目
一
番
二
十
三
号

三

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
香
川
県
下
の
障
害
者
（
児
）
・
高
齢
者
と
そ
の
家
族
や
関
係
機
関
に
対
し
て
、
社
会

参
加
を
促
進
し
地
域
で
生
活
を
す
る
為
に
必
要
な
事
業
を
行
い
、
福
祉
の
向
上
・
増
進
に
寄
与
す
る
こ

と
を
目
的
と
す
る
。

●
香
川
県
公
告
第
四
百
六
十
号

土
地
区
画
整
理
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
十
九
号
）
第
三
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
飯
山
町

北
岡
北
地
区
土
地
区
画
整
理
組
合
の
定
款
の
変
更
に
つ
い
て
認
可
を
し
た
の
で
、
同
条
第
四
項
の
規
定
に

よ
り
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
十
七
年
七
月
二
十
九
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

一

組
合
の
名
称

飯
山
町
北
岡
北
地
区
土
地
区
画
整
理
組
合

二

事
業
施
行
期
間

平
成
十
四
年
八
月
二
日
か
ら
平
成
二
十
一
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

三

施
行
地
区

変
更
前

綾
歌
郡
飯
山
町
東
坂
元
字
秋
常
の
一
部

変
更
後

丸
亀
市
飯
山
町
東
坂
元
字
秋
常
の
一
部

四

事
務
所
の
所
在
地

変
更
前

綾
歌
郡
飯
山
町
川
原
一
一
一
四
番
地
一

変
更
後

丸
亀
市
飯
山
町
川
原
一
一
一
四
番
地
一

五

設
立
認
可
の
年
月
日

平
成
十
四
年
八
月
二
日

六

変
更
認
可
の
年
月
日

平
成
十
七
年
七
月
二
十
九
日

●
香
川
県
公
告
第
四
百
六
十
一
号

土
地
区
画
整
理
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
十
九
号
）
第
三
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
飯
山
町

島
田
北
地
区
土
地
区
画
整
理
組
合
の
定
款
の
変
更
に
つ
い
て
認
可
を
し
た
の
で
、
同
条
第
四
項
の
規
定
に

よ
り
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
十
七
年
七
月
二
十
九
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

一

組
合
の
名
称

飯
山
町
島
田
北
地
区
土
地
区
画
整
理
組
合

二

事
業
施
行
期
間

平
成
十
三
年
十
二
月
十
一
日
か
ら
平
成
十
八
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

三

施
行
地
区

変
更
前

綾
歌
郡
飯
山
町
下
法
軍
寺
字
島
田
の
一
部

変
更
後

丸
亀
市
飯
山
町
下
法
軍
寺
字
島
田
の
一
部

四

事
務
所
の
所
在
地

変
更
前

綾
歌
郡
飯
山
町
川
原
一
一
一
四
番
地
一

変
更
後

丸
亀
市
飯
山
町
川
原
一
一
一
四
番
地
一

五

設
立
認
可
の
年
月
日

平
成
十
三
年
十
二
月
十
一
日

六

変
更
認
可
の
年
月
日

平
成
十
七
年
七
月
二
十
九
日

●
香
川
県
公
告
第
四
百
六
十
三
号

土
地
区
画
整
理
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
十
九
号
）
第
三
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
飯
山
町

三
ノ
池
中
地
区
土
地
区
画
整
理
組
合
の
定
款
の
変
更
に
つ
い
て
認
可
を
し
た
の
で
、
同
条
第
四
項
の
規
定

香

川

県

報

平
成
十
七
年
七
月
二
十
九
日

（
第
九
二
五
六
号
）

六



に
よ
り
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
十
七
年
七
月
二
十
九
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

一

組
合
の
名
称

飯
山
町
三
ノ
池
中
地
区
土
地
区
画
整
理
組
合

二

事
業
施
行
期
間

平
成
十
二
年
一
月
二
十
五
日
か
ら
平
成
十
八
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

三

施
行
地
区

変
更
前

綾
歌
郡
飯
山
町
東
坂
元
字
三
ノ
池
の
一
部

変
更
後

丸
亀
市
飯
山
町
東
坂
元
字
三
ノ
池
の
一
部

四

事
務
所
の
所
在
地

変
更
前

綾
歌
郡
飯
山
町
川
原
一
一
一
四
番
地
一

変
更
後

丸
亀
市
飯
山
町
川
原
一
一
一
四
番
地
一

五

設
立
認
可
の
年
月
日

平
成
十
二
年
一
月
二
十
五
日

六

変
更
認
可
の
年
月
日

平
成
十
七
年
七
月
二
十
九
日

公
立
学
校
職
員
の
初
任
給
、
昇
格
、
昇
給
等
の
基
準
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ

に
公
布
す
る
。

平
成
十
七
年
七
月
二
十
九
日

香

川

県

教

育

委

員

会

香
川
県
教
育
委
員
会
規
則
第
二
十
四
号

公
立
学
校
職
員
の
初
任
給
、
昇
格
、
昇
給
等
の
基
準
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

公
立
学
校
職
員
の
初
任
給
、
昇
格
、
昇
給
等
の
基
準
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
四
十
六
年
香
川
県
教
育
委

員
会
規
則
第
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
三
の
１
の
部
中
五
の
項
を
六
の
項
と
し
、
四
の
項
を
五
の
項
と
し
、
三
の
項
を
四
の
項
と
し
、

二
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

別
表
第
五
修
士
課
程
修
了
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

「

「

別
表
第
六

修
士
課
程
修
了

修
士
課
程
修
了

専
門
職
学
位
課
程
修
了

中

を

に
改
め
る
。

」

」

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

県
立
学
校
学
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
七
年
七
月
二
十
九
日

香

川

県

教

育

委

員

会

香
川
県
教
育
委
員
会
規
則
第
二
十
五
号

県
立
学
校
学
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

県
立
学
校
学
則
（
昭
和
三
十
六
年
香
川
県
教
育
委
員
会
規
則
第
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。別

表
一
高
等
学
校
の
表
香
川
県
立
三
豊
工
業
高
等
学
校
の
項
中
「
三
豊
郡
大
野
原
町
大
字
大
野
原
五
五

三
七
番
地
」
を
「
観
音
寺
市
大
野
原
町
大
野
原
五
五
三
七
番
地
」
に
改
め
る
。

教
育
委
員
会
規
則

三

専
門
職
学
位
課
程
修
了

学
校
教
育
法
に
よ
る
専
門
職
大
学
院
専
門
職
学
位
課
程
（
同
法
第

六
十
五
条
第
二
項
の
専
門
職
大
学
院
の
課
程
の
う
ち
標
準
修
業
年

限
（
当
該
標
準
修
業
年
限
が
専
門
職
大
学
院
設
置
基
準
（
平
成
十

五
年
文
部
科
学
省
令
第
十
六
号
）
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

変
更
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
変
更
が
な
い

も
の
と
し
た
場
合
に
お
け
る
標
準
修
業
年
限
）
が
二
年
以
上
の
も

の
に
限
る
。
）
の
修
了

専
門
職
学
位
課
程
修

了

一
八
年

＋

二
年

＋

四
年

＋

六
年

＋

九
年

香

川

県

報

平
成
十
七
年
七
月
二
十
九
日

（
第
九
二
五
六
号
）

七



古紙配合率70％ 
白色度72％再生紙を使用しています 

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
七
年
十
月
十
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

職
員
の
職
務
に
専
念
す
る
義
務
の
特
例
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
七
年
七
月
二
十
九
日

香
川
県
人
事
委
員
会
委
員
長

武

田

安

紀

彦

香
川
県
人
事
委
員
会
規
則
第
二
十
二
号

職
員
の
職
務
に
専
念
す
る
義
務
の
特
例
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

職
員
の
職
務
に
専
念
す
る
義
務
の
特
例
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
二
十
七
年
香
川
県
人
事
委
員
会
規
則
第

二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
中
「
前
条
第
十
号
」
を
「
前
条
第
十
一
号
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

人
事
委
員
会
規
則

香川県報は、香川県ホームページにも掲載しています。
http : //www.pref.kagawa.jp/

平
成
十
七
年
七
月
二
十
九
日
印
刷
発
行

印
刷
発
行
所

香

川

県

庁

（
購
読
料
月
極
二
千
五
百
円
）

香

川

県

報

平
成
十
七
年
七
月
二
十
九
日

（
第
九
二
五
六
号
）

八


